
関
税
定
率
法
施
行
規
則
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令　

参
照
条
文
目
次

○

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

１

○

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
令
和
四
年
一
月
一
日
施
行
部
分
を
含
む
）

１

○

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
（
抄
）

３
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◎

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
無
条
件
免
税
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
関
税
を
免
除
す
る
。

一
～
六

（
省
略
）

七

本
邦
に
住
所
を
移
転
す
る
た
め
以
外
の
目
的
で
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別

送
し
て
輸
入
す
る
物
品
の
う
ち
そ
の
個
人
的
な
使
用
に
供
す
る
も
の
及
び
職
業
上
必
要
な
器
具
（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）

八

本
邦
に
住
所
を
移
転
す
る
た
め
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
輸
入
し
、
又
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
物
品
の

う
ち
当
該
入
国
者
又
は
そ
の
家
族
の
個
人
的
な
使
用
に
供
す
る
も
の
及
び
職
業
上
必
要
な
器
具
（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）

九
～
十
八

（
省
略
）

◎

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
令
和
四
年
一
月
一
日
施
行
部
分
を
含
む
）

（
無
条
件
免
税
を
し
な
い
携
帯
品
）

第
十
三
条
の
六

法
第
十
四
条
第
七
号
（
無
条
件
免
税
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
輸
入
す
る
物
品
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

輸
入
す
る
物
品

無
条
件
免
税
を
し
な
い
物
品

一

法
の
別
表
第
一
〇
・
〇
六
項
に
掲
げ

輸
入
す
る
者
ご
と
に
輸
入
す
る
物
品
の
数
量
と
そ
の
輸
入
の
日
か
ら
遡
つ
て
一
年
間
に
主
要
食
糧
の
需
給
及

る
物
品

び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
三
十
五
条
（
米
穀
の
輸
入
数
量
の
届

出
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
そ
の
者
の
個
人
的
な
使
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
輸
入
し
た
物
品
の
数
量
と

の
合
計
数
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
輸
入
す
る
物
品
（
第
十
六
条
の
三
及
び
第

十
六
条
の
四
に
お
い
て
「
免
税
対
象
物
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の

二

法
の
別
表
第
二
二
・
〇
三
項
か
ら
第

輸
入
す
る
者
ご
と
に
輸
入
す
る
物
品
の
数
量
が
当
該
物
品
ご
と
に
財
務
省
令
で
定
め
る
数
量
以
下
で
あ
る
場

二
二
・
〇
八
項
ま
で
、
第
二
四
・
○
一

合
に
お
け
る
当
該
輸
入
す
る
物
品
以
外
の
も
の

項
か
ら
第
二
四
・
○
三
項
ま
で
、
第
二
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四
○
四
・
一
一
号
及
び
第
二
四
○
四
・

一
九
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品
そ
の
他
の

財
務
省
令
で
定
め
る
物
品

三

前
二
号
上
欄
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の

輸
入
す
る
者
ご
と
に
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
輸
入
す
る
物
品
の
額
の
総
額
が
二
十
万

物
品
（
輸
入
す
る
者
の
個
人
的
な
使
用

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
財
務
省
令
で
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
輸
入
す
る
物
品

に
供
す
る
身
の
回
り
品
及
び
職
業
上
必

以
外
の
も
の

要
な
器
具
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）

（
別
送
す
る
携
帯
品
又
は
引
越
荷
物
の
免
税
の
手
続
）

第
十
四
条

法
第
十
四
条
第
七
号
又
は
第
八
号
（
無
条
件
免
税
）
に
規
定
す
る
別
送
し
て
輸
入
す
る
物
品
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
免
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
邦
へ
の
入
国
の
際
に
、
当
該
物
品
の
品
名
、
数
量
、
輸
入
の
予
定
時
期
及
び
予
定
地
並
び
に
積
出
地
を
記
載
し
た
申
告
書
を
税
関

長
に
提
出
し
て
そ
の
申
告
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
受
け
、
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
入

国
後
六
月
以
内
に
当
該
物
品
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
関
長
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
に
そ
の
申
告
が
あ
つ
た
旨
を
記
載
し
て
こ
れ
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
物
品
を
輸
入
す
る
者
は
、
そ
の
輸
入
申
告
の
際
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
た
申
告
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
免
税
の
範
囲
）

第
四
十
七
条

法
第
十
九
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
を
免
除
す
る
貨
物
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号

に
掲
げ
る
輸
出
貨
物
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
同
表
の
下
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
輸
入
原
料
品
と
す
る
。

輸

出

貨

物

輸

入

原

料

品

一

鉛
及
び
ア
ン
チ
モ
ン
を
用
い
た
合
金
の
製
品
（
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

鉛
（
合
金
を
除
く
。
）
の
塊

二

魚
介
類
の
か
ん
詰
、
び
ん
詰
又
は
つ
ぼ
詰

綿
実
油

大
豆
油
か
す
、
マ
ニ
オ
カ
で
ん
粉
、
サ
ゴ
で
ん
粉
又
は
糖

三

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ソ
ー
ダ

み
つ

四

精
製
糖
、
氷
砂
糖
又
は
角
砂
糖

砂
糖

五

で
ん
粉
カ
ラ
メ
ル
又
は
砂
糖
カ
ラ
メ
ル

マ
ニ
オ
カ
で
ん
粉
若
し
く
は
サ
ゴ
で
ん
粉
又
は
砂
糖

六

リ
ジ
ン

糖
み
つ
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マ
ニ
オ
カ
で
ん
粉
、
サ
ゴ
で
ん
粉
又
は
ば
れ
い
し
よ
で
ん

七

精
製
ぶ
ど
う
糖

粉

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
原
料
品
の
製
造
歩
留
ま
り
等
か
ら
み
て
使
用
原

料
品
の
種
類
及
び
数
量
が
明
ら
か
な
輸
出
貨
物
で
、
か
つ
、
そ
の
輸
出
が
継
続
的
に
行
な

当
該
輸
出
貨
物
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
輸
入
原
料
品
と
し

わ
れ
な
い
等
の
た
め
保
税
工
場
に
よ
る
製
造
に
適
し
な
い
も
の
と
し
て
税
関
長
の
承
認
を

て
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
も
の

受
け
た
も
の

２

（
省
略
）

◎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
（
抄
）

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

第
九
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
は
、
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
物
品
の
該
当
す
る
関
税
定
率
法
別
表
の
番
号
の
項
が
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
（
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
品
を
生
産
し
た
国

又
は
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
る
物
品
（
別
表
に
お
い
て
「
原
産
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
に
お
い
て
「
非
原
産
品
」
と
い

う
。
）
に
限
る
。
）
の
該
当
す
る
同
表
の
番
号
の
項
と
異
な
る
こ
と
と
な
る
加
工
又
は
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
送
又
は
保
存
の
た
め
の
乾
燥
、
冷
凍
、
塩
水
漬
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
操
作
、
単
な
る
切

断
、
選
別
、
瓶
、
箱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
包
装
容
器
に
詰
め
る
こ
と
、
改
装
、
仕
分
け
、
製
品
又
は
包
装
に
マ
ー
ク
を
付
け
又
は
ラ
ベ
ル
そ
の
他
の
表

示
を
張
り
付
け
若
し
く
は
添
付
す
る
こ
と
、
非
原
産
品
の
単
な
る
混
合
、
単
な
る
部
分
品
の
組
立
て
及
び
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
成
る
操

作
を
除
く
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
上
、
関
税
定
率
法
別
表
第
五
十
類
か
ら
第
六
十
三
類
ま
で
に
該
当
す
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
非
原

産
品
か
ら
の
加
工
又
は
製
造
（
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
を

決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
非
原
産
品
の
総
重
量
が
当
該
物
品
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
場
合
に
は
、
当
該
非
原
産
品
か
ら
の
加
工
又
は
製
造
が

同
項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
上
、
異
な
る
材
料
か
ら
成
る
物
品
、
異
な
る
構
成
要
素
で
作
ら
れ
た
物
品
及
び
小
売
用
の
セ
ッ
ト
に
し
た
物
品
に
あ
つ
て
は
、
関

税
定
率
法
別
表
の
関
税
率
表
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
３
に
よ
り
同
表
に
お
け
る
当
該
物
品
の
所
属
が
決
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
所
属
に
基
づ
い
て
、
同

項
に
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
該
当
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。
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